
Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化を求める意見書 

 

Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）は、感染することにより、慢性肝炎から

肝硬変及び肝がんを引き起こすことが知られている。厚生科学審議会の

報告書によれば、日本ではＨＢＶによる肝がんの死亡者数は年間約５，

０００人、肝硬変による死亡者数は年間約１，０００人と推計されてい

る。またＣ型肝炎ウイルスやＨＩＶなど他のウイルスに比べ感染力が強

いウイルスであることも知られており、保育所での集団感染も報告され

ている。 

日本小児科学会では、ＨＢＶ感染者が１歳未満の場合９０％、１～４

歳の場合は２０～５０％で慢性化するため、生後の早い時期からの予防

が重要であると提言し、Ｂ型肝炎ワクチンを出生直後、初回から４週後、

初回から２０～２４週後の３回接種を推奨している。 

また、世界保健機構（ＷＨＯ）は、１歳未満の乳児にＢ型肝炎ワクチ

ンを接種すると９５％以上で抗体が獲得され、感染防止効果は２０年以

上続き、安全性も高いことを公表し、全ての小児へのＢ型肝炎ワクチン

接種が勧告されている。平成２５年末の時点で１９３か国中１８３か国

がこれを導入している。 

本区でも区民の健康に寄与するよう任意接種のワクチンとして実施し

ているが、厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は全て

の０歳児に３回接種する方針であり、早ければ平成２８年度予防接種法

に基づく定期接種を公費で受けられることを目指し検討を進めている。 

よって、本区議会は、国会及び政府に対し、現状を踏まえて速やかに

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化を講じるよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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